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高石市教育委員会定例会会議録

（令和８年５月定例会）

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第１号 高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委員の解嘱及び

委嘱について

・議案第２号 高石市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

開 会 令和８年５月１３日 午後３時００分

閉 会 令和８年５月１３日 午後３時１５分

委 員 教 育 長 ： 山 本 圭 作

委 員 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

委 員 ： 西 村 朋 恵

事務局職員 教 育 部 長 ： 石 坂 秀 樹

教 育 部 理 事 兼 次 長 ： 石 栗 雅 彦

教 育 部 次 長 ： 山 﨑 陽 子

教 育 総 務 課 長 ： 吉 村 智 博

社 会 教 育 課 長 ： 足 立 和 哉

学 校 教 育 課 長 ： 菅 原 庸 晴

教育総務課課長代理 ： 水 谷 亘

学 校 教 育 課 参 事 ： 黒 井 将 典

教育研究センター所長 ： 村 山 あぐる

こ ど も 家 庭 課 長 ： 橋 本 昌 彦

子 育 て 支 援 課 長 ： 米 山 秀 公

社会教育課長 議案第１号「高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委員の

解嘱及び委嘱について」説明します。

本議案は、市立小中学校校長会の代表者の交替に伴い、高石市文

化・スポーツ・国際交流振興基金条例施行規則第３条第２項及び第４

項の規定に基づき、高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委

員を２ページ記載のとおり解嘱及び委嘱するものです。

なお、任期については、令和８年６月１日から令和９年５月 31 日

までとなっています。

採決 可決

社会教育課長 議案第２号「高石市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」説明し

ます。

本議案は、市立小中学校校長会の代表者の交替に伴い、社会教育法

第 15 条第２項並びに高石市社会教育委員条例第２条、第４条第１項
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・報告第１号 たかいし学校創生基本構想検討協議会委員の委嘱及び任命に

ついて

・報告第２号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第３号 教育委員会関係諸行事等の報告について

及び第２項の規定に基づき、高石市社会教育委員を４ページ記載のと

おり解嘱及び委嘱するものです。

なお、任期については、令和８年６月１日から令和９年３月 31 日

までとなっています。

採決 可決

教育部次長 報告第１号「たかいし学校創生基本構想検討協議会委員の委嘱及び

任命について」説明します。

本報告は、たかいし学校創生基本構想検討協議会設置要綱第３条第

２項の規定に基づき、たかいし学校創生基本構想検討協議会委員に６

ページ記載の７名の方を委嘱及び任命するものです。

なお、任期については、令和８年５月 18 日から令和９年５月 17 日

までとなっています。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

教育総務課長 本報告は、高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の

規定に基づき処理したものについて、同条第２項の規定に基づき、８

ページ及び９ページ記載の学校教育課３件、社会教育課 16 件、こど

も家庭課１件、合計 20 件の報告をするものです。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

各所属長 令和８年４月 15 日から令和８年５月 12 日までの当委員会関係諸行

事について説明。

山本教育長 報告があったものとして処理します。


